
別表第 1                        別表第 2 

勤続期間 日数 勤続期間 日数 

1 年 15 (25)  1 年 25 

2 年 30 (50)  2 年 50 

3 年 45 (75)  3 年 75 

4 年 60 (100)  4 年 100 

5 年 75 (125)  5 年 125 

6 年 90 (150)  6 年 150 

7 年 105 (175)  7 年 175 

8 年 120 (200)  8 年 200 

9 年 135 (225)  9 年 225 

10 年 150 (250)  10 年 250 

11 年 222 (278)  11 年 347 

12 年 244 (305)  12 年 382 

13 年 266 (333)  13 年 416 

14 年 288 (360)  14 年 450 

15 年 310 (388)  15 年 485 

16 年 385 (428)  16 年 535 

17 年 421 (468)  17 年 585 

18 年 457 (508)  18 年 635 

19 年 493 (548)  19 年 685 

20 年 588   20 年 735 

21 年 638   21 年 785 

22 年 688   22 年 835 

23 年 738   23 年 885 

24 年 788   24 年 935 

25 年 838   25 年 994 

26 年 878   26 年 1,039 

27 年 918   27 年 1,084 

28 年 958   28 年 1,129 

29 年 998   29 年 1,174 

30 年 1,038   30 年 1,219 

31 年 1,068   31 年 1,264 

32 年 1,098   32 年 1,309 

33 年 1,128   33 年 1,354 

34 年 1,158   34 年 1,399 

35 年 1,188   35 年以上 1,425 

36 年 1,218     

37 年 1,248     

38 年 1,278     

39 年 1,308     

40 年以上 1 年ごとに 30 日を加えた日数とする。 

備考  

1 この表の日数欄の括弧内の日数は、業務に起因しない負傷又は

疾病によりその職に堪えずして退職し、又は解雇された者に適用

する。 

2 日数の最高限度は、1,425 日とする。 

（一部改正 平成 25 年達第 63 号） 



別表第 3 

退   職   日 

割 合 教授、准教授及び講師（理事長が特に

指定する講師を除く。）

その他の職員 

60 歳に達した日の属する年度の末日 55 歳に達した日の属する年度の末日 100分の20

61 歳に達した日の属する年度の末日 56 歳に達した日の属する年度の末日 100分の16

62 歳に達した日の属する年度の末日 57 歳に達した日の属する年度の末日 100分の12

63 歳に達した日の属する年度の末日 58 歳に達した日の属する年度の末日 100 分の 8 

64 歳に達した日の属する年度の末日 59 歳に達した日の属する年度の末日 100 分の 4 

別表第 4 

調整月額の区分 職員の区分 

第 1 号区分 

(1) 理事 

(2) 公立大学法人名古屋市立大学職員の給与に関する規

程（平成 18 年公立大学法人名古屋市立大学達第 12 号。

以下「給与規程」という。）の一般職給料表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が 8 級であったもの 

(3) 給与規程の教育職給料表（教育職（診療）給料表を含

む。この表において同じ。）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が4級であったもの（大学院研究科長、

学部長、病院長及び総合情報センター長の職にあった者

に限る。） 

(4) 給与規程の看護保健職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 8 級であったもの 

第 2 号区分 

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が 7 級であったもの 

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が4級であったもの（大学院研究科長、

学部長、病院長及び総合情報センター長の職にあった者

を除く。） 

(3) 給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 7 級であったもの 

(4) 給与規程の看護保健職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 7 級であったもの 



第 3 号区分 

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が 6 級であったもの 

(2) 給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 6 級であったもの 

(3) 給与規程の看護保健職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 6 級であったもの 

第 4 号区分 

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が 5 級であったもの 

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が 3 級であったもの 

(3) 給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 5 級であったもの 

(4) 給与規程の看護保健職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 5 級であったもの 

第 5 号区分 

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が 4 級であったもの 

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が 2 級であったもの 

(3) 給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 4 級であったもの 

(4) 給与規程の看護保健職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 4 級であったもの 

(5)給与規程の技能労務職給料表の適用を受けていた者で

その属する職務の級が 4 級であったもの 

第 6 号区分 

(1) 給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が 3 級であったもの 

(2) 給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が 1 級であったもの（助教に限る。) 

(3) 給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 3 級であったもの 

(4) 給与規程の看護保健職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 3 級であったもの 

(5) 給与規程の技能労務職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が 3 級であったもの 

第 7 号区分 
第 1号区分から第 6号区分までのいずれの職員の区分にも

属さないこととなる者 

（一部改正 平成 25 年達第 63 号） 



附則別表第 1 

勤続期

間 

平成 18 年度 

（日） 

平成 19 年度 

（日） 

平成 20 年度 

（日） 

平成 21 年度 

（日） 

平成 22 年度 

（日） 

1 年 15 (26) 15 (25) 15 (25) 15 (25) 15 (25) 

2 年 31 (52) 31 (52) 30 (51) 30 (51) 30 (50) 

3 年 47 (78) 46 (77) 46 (77) 45 (76) 45 (75) 

4 年 62 (104) 62 (103) 61 (102) 61 (101) 60 (100) 

5 年 78 (130) 77 (129) 77 (128) 76 (127) 75 (126) 

6 年 118 (156) 117 (155) 116 (153) 115 (152) 114 (151) 

7 年 137 (183) 136 (181) 135 (179) 134 (178) 133 (176) 

8 年 157 (209) 155 (207) 154 (205) 152 (203) 151 (201) 

9 年 176 (235) 175 (233) 173 (231) 172 (229) 170 (227) 

10 年 196 (261) 194 (259) 192 (256) 191 (254) 189 (252) 

11 年 262 (290) 254 (287) 246 (285) 238 (282) 230 (280) 

12 年 288 (318) 279 (315) 270 (313) 261 (310) 252 (307) 

13 年 314 (347) 304 (344) 294 (341) 285 (338) 275 (335) 

14 年 340 (376) 329 (372) 319 (369) 308 (366) 298 (363) 

15 年 366 (405) 354 (401) 343 (398) 332 (394) 321 (391) 

16 年 392 (433) 380 (429) 368 (426) 356 (422) 344 (418) 

17 年 418 (462) 405 (458) 392 (454) 379 (450) 366 (446) 

18 年 444 (491) 430 (486) 416 (482) 403 (478) 389 (474) 

19 年 470 (520) 455 (515) 441 (511) 426 (506) 412 (502) 

20 年 548  543  539  534  529  

21 年 580  575  570  565  560  

22 年 611  606  600  595  590  

23 年 642  637  631  626  620  

24 年 674  668  662  656  650  

25 年 844  844  844  844  844  

26 年 881  881  881  881  881  

27 年 919  919  919  919  919  

28 年 960  959  959  958  957  

29 年 1,001  1,000  998  997  995  

30 年 1,043  1,040  1,038  1,036  1,034  

31 年 1,072  1,070  1,068  1,066  1,064  

32 年 1,101  1,099  1,098  1,096  1,095  

33 年 1,130  1,129  1,128  1,127  1,126  

34 年 1,159  1,159  1,158  1,158  1,157  

35 年 1,188  1,188  1,188  1,188  1,188  

36 年 1,219  1,219  1,219  1,219  1,219  

37 年 1,250  1,250  1,250  1,250  1,250  

38 年 1,281  1,281  1,281  1,281  1,281  

39 年 1,313  1,313  1,313  1,313  1,313  

40 年

以上 

1 年ごとに 32 日を加えた日数とする。 

備考  

1 この表の日数欄の括弧内の日数は、業務に起因しない負傷若しくは疾病により死亡した者又は、

業務に起因しない負傷若しくは疾病によりその職に堪えずして退職し、若しくは解雇された者に

適用する。 

2 日数の最高限度は、1,482 日とする。  



附則別表第 2 

勤続期間 
平成 18 年度 

（日）

平成 19 年度 

（日）

平成 20 年度 

（日）

平成 21 年度 

（日）

平成 22 年度 

（日）

1 年 33 31 29 28 26 

2 年 66 62 59 56 53 

3 年 99 94 89 84 79 

4 年 132 125 119 112 106 

5 年 164 156 148 140 132 

6 年 197 188 178 169 159 

7 年 230 219 208 197 186 

8 年 263 250 238 225 212 

9 年 296 282 267 253 239 

10 年 329 313 297 281 265 

11 年 366 348 330 313 295 

12 年 402 382 363 343 324 

13 年 438 417 396 375 354 

14 年 474 451 428 405 382 

15 年 511 486 461 437 412 

16 年 547 520 494 467 441 

17 年 583 555 527 499 471 

18 年 619 589 559 529 499 

19 年 655 624 592 561 529 

20 年 757 737 717 697 677 

21 年 785 767 748 730 712 

22 年 829 809 790 770 751 

23 年 872 851 831 810 789 

24 年 916 894 872 850 828 

25 年 1,043 1,037 1,031 1,025 1,019 

26 年 1,088 1,082 1,076 1,070 1,064 

27 年 1,132 1,126 1,120 1,114 1,108 

28 年 1,177 1,171 1,165 1,159 1,153 

29 年 1,221 1,215 1,210 1,204 1,198 

30 年 1,266 1,260 1,254 1,249 1,243 

31 年 1,297 1,292 1,288 1,283 1,279 

32 年 1,328 1,325 1,322 1,319 1,316 

33 年 1,359 1,357 1,355 1,353 1,351 

34 年 1,391 1,390 1,389 1,389 1,388 

35 年以上 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 


